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法
定
の
合
併
協
議
会
は
、
地
方

自
治
法
お
よ
び
市
町
村
の
合
併
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
合
併
新

法
）
に
基
づ
き
、
市
町
村
合
併
の

是
非
を
含
め
合
併
に
関
す
る
あ
ら

ゆ
る
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
を
行

う
場
で
す
。

　

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協

議
会
は
、
石
井
下
田
市
長
を
会
長

と
し
、
委
員
は
、
各
市
町
の
行
政

お
よ
び
議
会
の
代
表
者
、
学
識
経

験
者
と
し
て
各
種
団
体
の
代
表
者
、

県
職
員
な
ど　

名
で
構
成
さ
れ
て

２５

い
ま
す
。
協
議
会
で
は
、
合
併
の

方
式
や
期
日
、
新
市
の
名
称
な
ど

の
基
本
的
事
項
か
ら
、
地
方
税
や

使
用
料
、
手
数
料
の
取
扱
い
な
ど

市
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
に
関
係
の

深
い
項
目
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

柄
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。
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下
田
市
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る

委
員
は
次
の
皆
さ
ん
で
す
。 （
敬
称
略
）

増
田　
　

清（
市
議
会
議
長
）

森　
　

温
繁（
市
議
会
議
員
）

萩
原　

聰
治（
商
工
会
議
所
会
頭
）

大
川　

敏
雄（
区
長
連
絡
協
議
会
会
長
）

山
下
千
與
子（
女
性
の
会
会
長
）

　

６
月　

日
に
河
津
町
役
場
議
場

２５

に
お
い
て
、
第
１
回
南
伊
豆
地
区

１
市
３
町
合
併
協
議
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
委
員
に
対
す
る
委
嘱

状
交
付
の
ほ
か
、
協
議
会
設
置
ま

で
の
経
過
や
規
約
、
規
程
の
制
定

に
関
す
る
報
告
が
な
さ
れ
、
続
い

て
、
事
業
計
画
や
予
算
な
ど
に
つ

い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

さ
れ
た
小
委
員
会
に
付
託
す
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
協
議
会
は
、
平
成　

年
２１

５
月
（
予
定
）
の
合
併
協
定
書
の

調
印
に
向
け
て
、
月
１
・
２
回
の

ペ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
る
予
定
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
合
併
協
定
項
目
の
中
の

基
本
協
議
事
項
の
う
ち
、
合
併
の

方
式
に
つ
い
て
は
、「
新
設
合
併
」と

す
る
こ
と
、
合
併
の
期
日
は
「
平

成　

年
３
月　

日
ま
で
」
と
す
る

２２

３１

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、「
新
市
の
名
称
」「
新
市

の
事
務
所
の
位
置
」「
新
市
基
本
計

画
」
に
つ
い
て
は
、
よ
り
深
い
調

査
、
審
議
等
を
行
う
た
め
に
設
置

補助金、交付金等の取扱い18地方税の取扱い9�������

町・字の区域及び名称の取扱い19一般職の職員の身分の取扱い10合併の方式1

慣行の取扱い20��������	
�合併の期日2

国民健康保険事業の取扱い21特別職の身分の取扱い11新市の名称3

介護保険事業の取扱い 22条例、規則等の取扱い12新市の事務所の位置 4

消防団の取扱い23事務組織及び機構の取扱い13財産、債務の取扱い5

行政連絡機構の取扱い24一部事務組合等の取扱い14��������	�
�

各種事務事業の取扱い25使用料、手数料等の取扱い15議会の議員の定数及び任期の取扱い6

��������	
����公社、第三セクター等の取扱い16農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い7

新市基本計画26公共的団体等の取扱い17地域自治組織の取扱い8
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合
併
協
議
会
で
の
検
討

○
合
併
協
定
項
目
の
協
議
・
確
認

　

合
併
の
方
式
、
期
日
、
新
市
の
名
称
、

事
務
所
の
位
置
な
ど

○
新
市
基
本
計
画
の
作
成

○
事
務
事
業
の
調
整
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６
月
５
日
、
県
下
田
総
合
庁
舎

に
お
い
て
石
井
下
田
市
長
、
櫻
井

河
津
町
長
、
鈴
木
南
伊
豆
町
長
、

深
澤
松
崎
町
長
が
「
合
併
協
議
会

設
置
に
関
す
る
協
議
書
」
に
署
名

を
行
い
、
合
併
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
協
議
を
進
め
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
い
た
協
議
会
で
あ
る
「
南

伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協
議
会
」

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
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平
成　

年
３
月
に
策
定
さ
れ

１８

た
、
静
岡
県
市
町
村
合
併
推
進

構
想
に
示
さ
れ
た
組
合
せ
と
し

て 「
下
田
市
、
東
伊
豆
町
、
河
津

町
、
南
伊
豆
町
、
松
崎
町
、
西

伊
豆
町
」 で
の
合
併
に
向
け 「
南

伊
豆
地
区
合
併
調
査
委
員
会
」 を

設
置
し
、
調
査
研
究
を
行
っ
て

き
ま
し
た
が
、
東
伊
豆
町
及
び

西
伊
豆
町
が
離
脱
し
、
県
の
構

想
に
沿
っ
た
合
併
を
推
進
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
成　

年　

月
、
下
田
市
、

１９

１２

河
津
町
、
南
伊
豆
町
、
松
崎
町

の
市
町
長
間
で
合
併
新
法
期
限

内
に
合
併
を
進
め
る
こ
と
が
合

意
さ
れ
、「
南
伊
豆
地
区
１
市
３

町
合
併
協
議
会
設
置
準
備
会
」

を
設
置
。
平
成　

年
度
内
の
合

１９

併
協
議
会
設
立
を
目
指
し
、
平

成　

年
２
月
、
各
市
町
議
会
臨

２０
時
議
会
に
法
定
協
議
会
設
置
議

案
を
上
程
し
、
下
田
市
、
河
津

町
、
南
伊
豆
町
で
は
可
決
、
松

崎
町
で
は
否
決
（
３
月
再
上

程
・
再
否
決
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

５
月
２
日
に
は
、
松
崎
町
の

住
民
発
議
に
よ
る
合
併
協
議
会

設
置
本
請
求
に
伴
う
法
定
協
議

会
設
置
議
案
を
、
下
田
市
、
河

津
町
、
南
伊
豆
町
の
各
市
町
議

会
臨
時
議
会
で
可
決
、
松
崎
町

で
は
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

　

６
月
１
日
、
松
崎
町
に
お
い

て
「
南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合

併
協
議
会
」
設
置
協
議
の
是
非

を
問
う
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、

賛
成
多
数
と
い
う
結
果
で
し
た
。

こ
の
住
民
投
票
の
結
果
は
、
合

併
新
法
第
４
条
第　

項
の
規
定

１７

に
よ
り
、
議
会
が
可
決
し
た
と

み
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
関
係

各
市
町
議
会
の
議
決
を
受
け
た

こ
と
に
な
り
、「
南
伊
豆
地
区

１
市
３
町
合
併
協
議
会
」
を
設

置
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
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